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【手続補正書】
【提出日】令和2年7月7日(2020.7.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変表示を行い有利状態に制御可能な遊技機であって、
　遊技者による操作に応じて演出に関する設定を行う設定手段と、
　遊技に関する情報を報知する特別報知を実行可能な特別報知実行手段と、
　有利度に応じて表示態様を段階的に変化可能な特定表示を行う特定表示手段と、
　共通の導入演出を行った後に成功演出または失敗演出のいずれかを行う特別演出を実行
可能な特別演出実行手段と、を備え、
　前記特定表示手段は、複数のタイミングにおいて特定表示の表示態様を変化可能であり
、特定表示の表示態様が変化することに応じて前記有利状態に制御される割合が高くなり
、
　前記特別演出実行手段は、特定表示の表示態様が前記有利状態に制御される割合が高い
表示態様に変化することの報知を行った後の所定期間において前記特別演出を実行する場
合には、前記失敗演出が行われる前記特別演出は実行せず、前記成功演出が行われる前記
特別演出は実行可能であり、
　前記設定手段は、特定表示の表示態様が変化されることが報知された以後の所定期間に
おいても前記演出に関する設定が可能であり、
　前記報知実行手段は、特定表示の表示態様が変化されることが報知された以後の所定期
間においても前記特別報知を実行可能である、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　遊技機として、遊技球などの遊技媒体を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領域
に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技媒体が入賞して実行条件（始動条件）が成
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立すると、複数種類の識別情報（以下、「表示図柄」ともいう）を可変表示装置にて可変
表示し、その表示結果により所定の遊技価値を付与するか否かを決定する、いわゆる可変
表示ゲームによって遊技興趣を高めたパチンコ遊技機がある。こうしたパチンコ遊技機で
は、可変表示ゲームにおける表示図柄の可変表示が完全に停止した際の停止図柄態様が特
定表示態様となったときに、遊技者にとって有利な有利状態（大当り遊技状態）となる。
例えば、大当り遊技状態となったパチンコ遊技機は、大入賞口又はアタッカと呼ばれる特
別電動役物を開放状態とし、遊技球の入賞を極めて容易にして所定の遊技価値を遊技者に
与える遊技状態を一定時間継続的に提供する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　こうしたパチンコ遊技機では、可変表示装置に表示結果が導出表示される前に、表示結
果が特定表示態様となることを遊技者に期待させる様々な種類の演出が実行される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１５－１６００５６号公報
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　特定表示として画像を複数表示した後に、当該複数の画像を合体させることにより特定
表示の表示態様が変化することを報知するとともに、当該特定表示の表示態様を変化させ
る演出を実行する遊技機が知られている。しかしながら、このような遊技機では、特定表
示の表示態様を変化させることが遊技者に認識された後の所定期間に遊技に関する情報が
報知されないと、遊技状況が把握できず、遊技興趣を低下させてしまうおそれがある。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　この点に鑑み、遊技興趣の低下を防止することができる遊技機の提供が求められている
。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　（Ａ）本発明による遊技機は、
　可変表示を行い有利状態に制御可能な遊技機であって、
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　遊技者による操作に応じて演出に関する設定を行う設定手段と、
　遊技に関する情報を報知する特別報知を実行可能な特別報知実行手段と、
　有利度に応じて表示態様を段階的に変化可能な特定表示を行う特定表示手段と、
　共通の導入演出を行った後に成功演出または失敗演出のいずれかを行う特別演出を実行
可能な特別演出実行手段と、を備え、
　前記特定表示手段は、複数のタイミングにおいて特定表示の表示態様を変化可能であり
、特定表示の表示態様が変化することに応じて前記有利状態に制御される割合が高くなり
、
　前記特別演出実行手段は、特定表示の表示態様が前記有利状態に制御される割合が高い
表示態様に変化することの報知を行った後の所定期間において前記特別演出を実行する場
合には、前記失敗演出が行われる前記特別演出は実行せず、前記成功演出が行われる前記
特別演出は実行可能であり、
　前記設定手段は、特定表示の表示態様が変化されることが報知された以後の所定期間に
おいても前記演出に関する設定が可能であり、
　前記報知実行手段は、特定表示の表示態様が変化されることが報知された以後の所定期
間においても前記特別報知を実行可能である、
　ことを特徴とする。
（１）本発明による別の遊技機は、遊技媒体が始動領域を通過したことにもとづいて可変
表示（例えば、特別図柄や演出図柄の変動表示）を行い、有利状態に制御可能な遊技機（
例えば、パチンコ遊技機１、パチンコ遊技機９０１など）であって、有利度に応じて表示
態様を段階的に変化可能な特定表示を行う特定表示手段（例えば特定表示演出を行う演出
制御用ＣＰＵ９０１２０など）と、遊技に関する情報を報知する特別報知を実行可能な特
別報知実行手段（例えば異常報知を行う演出制御用ＣＰＵ９０１２０など）と、遊技媒体
が始動領域（例えば、第１始動入賞口１３や第２始動入賞口１４、第３始動入賞口）を通
過したことを検出可能な第１検出部（例えば、第１始動口スイッチ１３ａや第２始動口ス
イッチ１４ａ、第３始動入賞口スイッチ１４ｂ）と、所定の変化を検出可能な第２検出部
（例えば、ゲートスイッチ３２ａやカウントスイッチ２３、一般入賞口スイッチ、磁気セ
ンサ、電波センサ等の検出装置）と、第１接続部（例えば、第１コネクタ３１０ａや第２
コネクタ３１０ｂ、第３コネクタ３１０ｃ）と第２接続部（例えば、主基板側多極コネク
タ３１０ｄ）とを有する主制御手段（例えば、主基板３１）と、第２接続部と接続される
第３接続部（例えば、インタフェース基板側多極コネクタ３３０）を有する中継手段（例
えば、インターフェース基板３３）とを備え、特定表示手段は、特定表示の表示態様が変
化されることが報知された後所定期間が経過したときに特定表示の表示態様を変化させ（
例えば特定表示としてのアイコンが表示されることを報知する特定表示変化報知が所定期
間継続して行われ、その後アイコンが表示される（特定表示が変化する）など）、報知実
行手段は、特定表示の表示態様が変化されることが報知された以後の所定期間においても
特別報知を実行可能であり（例えば特定表示としてのアイコンが表示されることが報知さ
れた以後の所定期間内においても異常報知が可能であるなど）、主制御手段は、第１検出
部が第１接続部に接続され、第２検出部が第３接続部を介して第２接続部に接続される第
１接続方法（例えば、第１始動口スイッチ１３ａ、第２始動口スイッチ１４ａおよび第３
始動口スイッチ１４ｂがインタフェース基板３３を介することなく主基板３１に接続され
、ゲートスイッチ３２ａがインタフェース基板３３を介して主基板３１に接続される接続
方法。図４参照）と、第１検出部と第２検出部とが第１接続部に接続される第２接続方法
（例えば、第１始動口スイッチ１３ａ、第２始動口スイッチ１４ａおよびゲートスイッチ
３２ａがインタフェース基板３３を介することなく主基板３１に接続される接続方法。図
３参照）とをとることが可能であって、第１接続部の数が第１検出部の数と同じである場
合は、第１接続方法をとる（例えば、第１コネクタ３１０ａ、第２コネクタ３１０ｂおよ
び第３コネクタ３１０ｃ（すなわち３つのコネクタ）に対して、第１始動口スイッチ１３
ａ、第２始動口スイッチ１４ａおよび第３始動口スイッチ（すなわち３つの始動口スイッ
チ）が設けられている場合には、図４に示す接続方法が適用される）ことを特徴とする。
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　そのような構成によれば、基本設計や基板管理の負担が増加することを防ぐとともに、
不正が行われることを防止することができる。また、特定表示の表示態様が変化されるこ
とが報知された後の所定期間においても遊技状況を把握でき、遊技興趣の低下を防止する
ことができる。
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